
肥料価格高騰対策事業の参加農業者の皆様へ 

化学肥料低減に向けた取組メニューの 

実施報告が必要です！ 

今回実施報告が必要な方 

 提出していただく書類等 

次のものをご準備・ご提出ください。 
 

❶ 化学肥料低減実施報告書 
   ※申請時に提出いただいた計画書にもとづき、化学肥料低減に向け 
         実施していただいた取り組みを報告していただきます。 

❷ 化学肥料使用量低減の取組みを実施したことが確認できる書類  
   （土壌診断結果、施肥設計書、栽培記録、作業日報、作業時の写真 など） 
 

※提出書類等は農業者の皆様で５年間保管いただきますようお願いいたします。 

令和４年秋肥の申請を行っていただいたすべての方 
が対象です。 

 ※令和５年春肥の申請を行っていただいた方の実施報告は 
   令和６年９月頃を予定しています。 

報告方法・締切 

・当ＪＡを通じて申請を行っていただいた方はお近くのＪＡに 
 ご相談ください。 
  ※当JA以外から申請を行った方は、申請を行った肥料販売店等に 
    お問い合わせください。 

・報告の締切は１１月３０日（木）です。 
  報告忘れのないようにご注意ください。 

本事業の申請を行ったすべての方は、申請時に提出した「化

学肥料低減計画書」にもとづいて、令和４年度または令和５

年度に化学肥料の使用量低減に向けた取組みを実施したこと

を報告していただく必要があります。 



 注意事項 

＜お問い合わせ先＞ 
  

お近くの ＪＡ鈴鹿 各支店 へお問い合わせください。 
 

・今回の実施報告は令和４年秋肥申請分のみとなります。令和５年春肥申請分の 
 実施報告は令和６年９月頃を予定しておりますので、詳細が決まり次第ご連絡 
 いたします。 

・実施報告を行っていただかない場合や、化学肥料使用低減に向けた取組みを 
 実施されなかった場合は、支援金の返還対象となりますのでご留意ください。 
 ※化学肥料使用低減の取組みを実施され、結果として化学肥料の使用量低減 
   に繋がらなかった場合は支援金返還の対象とはなりません。 

農業者の皆様にご用意いただくもの 

作業時の写真 

※必要な確認書類は取組メニューに 
   より異なります。 
   詳しくは最寄りのＪＡにお問い合わ 
   せください。 

など 

土壌診断
結果 

作業日報 

◆化学肥料低減実施報告書 ◆化学肥料使用量低減の取組みを実施 
 したことが確認できる書類（例） 

・当JA以外で申請を行った方の実施報告を受け付けることはできませんので、 
 申請を行った肥料販売店等にお問い合わせください。 


